
 

 

 
 
 
一般社団法人日本フードサービス協会             

ＪＦニュースレター 2023.6.5 

新型コロナウイルス関連情報 ＮＯ.57 

パーテーションなど感染症対策の 

備品処理などについて 
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去る5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2類から5類へ変更され、基本

的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。 

 

このことから、「外食業の事業継続のためのガイドライン」の中のパーテーション（アクリル板

・ビニールシート・テーブル席間の衝立など）の設置要請、推奨もなくなりました。    

 

一方、パーテーションなど感染対策上不要になったものは、再資源化（リサイクル）すること等

が「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和4年4月施行）」などによって求め

られています。 

 

 新型コロナウイルス感染症対策として利用してきたパーテーションなど保管できない又は感染対

策上不要となった備品の処分や回収方法などについては、環境省より以下の情報提供が行われてお

りますので、是非ご参照下さい。 

 

◎環境省HP「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」(4月28日) 

https://www.env.go.jp/recycle/waste/infect_contr.html 

 

 

お問い合せはJF 事務局：田村、石井( 03-5403-1060)にお願いします。 

 


